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(57)【要約】
【課題】システムの構築、運用、維持管理等にかかるコ
ストの増加を抑え、流入リンクに滞留している車両の台
数の計測精度の向上を図った交通量計測装置を提供する
。
【解決手段】流入交通量計測部２２がリンクに流入する
車両の台数を計測し、流出交通量計測部２３がリンクか
ら流出する車両の台数を計測する。滞留台数推定部２７
が、計測したリンクに流入した車両の台数、リンクから
流出した車両の台数、および補正係数対応テーブルに登
録されている対応する時間帯の補正係数を用いて前記リ
ンク内に滞留している車両の台数を推定する。また、補
正係数更新部２５が、計測したリンクに流入した車両の
台数、リンクから流出した車両の台数を用いて、補正係
数対応テーブルに登録されている補正係数を更新する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リンクの入口において、このリンクに流入する車両の台数を計測する流入交通量計測部
と、
　前記リンクの出口において、このリンクから流出する車両の台数を計測する流出交通量
計測部と、
　第１の時間で区分した時間帯毎に、前記リンク内に滞留する車両の台数の推定に用いる
補正係数を対応づけて登録した補正係数対応テーブルを記憶する補正係数記憶部と、
　前記流入交通量計測部が計測した車両の台数、前記流出交通量計測部が計測した車両の
台数、および前記補正係数記憶部が記憶する前記補正係数対応テーブルに登録されている
対応する時間帯の補正係数を用いて前記リンク内に滞留している車両の台数を推定する滞
留台数推定部と、
　前記補正係数対応テーブルに対して、補正係数が対応付けられている連続する複数の時
間帯を補正係数更新期間に決定し、前記流入交通量計測部が前記補正係数更新期間に計測
した車両の台数と、前記流出交通量計測部が前記補正係数更新期間に計測した車両の台数
とを用いて、前記補正係数更新期間に属する時間帯毎に対応付けられている補正係数を更
新する補正係数更新部と、を備えた交通量計測装置。
【請求項２】
　第１の時間で区分した時間帯毎に、リンク内に滞留する車両の台数の推定に用いる補正
係数を対応づけて登録した補正係数対応テーブルを補正係数記憶部に記憶し、
　前記リンクの入口において、このリンクに流入する車両の台数を計測する流入交通量計
測ステップと、
　前記リンクの出口において、このリンクから流出する車両の台数を計測する流出交通量
計測ステップと、
　前記流入交通量計測ステップで計測した車両の台数、前記流出交通量計測ステップで計
測した車両の台数、および前記補正係数記憶部が記憶する前記補正係数対応テーブルに登
録されている対応する時間帯の補正係数を用いて前記リンク内に滞留している車両の台数
を推定する滞留台数推定ステップと、
　前記補正係数対応テーブルに対して、補正係数が対応付けられている連続する複数の時
間帯を補正係数更新期間に決定し、前記流入交通量計測ステップで前記補正係数更新期間
に計測した車両の台数と、前記流出交通量計測ステップで前記補正係数更新期間に計測し
た車両の台数とを用いて、前記補正係数更新期間に属する時間帯毎に対応付けられている
補正係数を更新する補正係数更新ステップと、を備えた交通量計測方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、リンクにおける車両の交通量を計測する装置に関し、特に、このリンクに
滞留している車両の台数を推定する交通量計測装置、および交通量計測方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、道路網における渋滞の発生を抑制することや、発生した渋滞を迅速に解消するた
め、渋滞が発生しやすい交差点（所謂、ボトルネック交差点）の流入リンク（ボトルネッ
ク交差点に流出する車両が信号待ち等で停止する道路）に滞留している車両の台数を計測
することが行われている。
【０００３】
　また、特許文献１は、トンネル入口側で車両を検知する毎にカウンタを１カウントアッ
プし、トンネル出口側で車両を検知する毎にカウンタを１カウントダウンすることによっ
て、トンネル内に滞留している車両の台数の計測する装置の構成を開示している。
【０００４】
　また、特許文献２は、流入リンクに滞留している車両台数に応じて、ボトルネック交差
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点に設置されている信号灯器の現示表示を制御する信号制御パラメータ（信号灯器のサイ
クル、スプリット、オフセット等）を変化させる装置の構成を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平６－６０２９２号公報
【特許文献２】特許第４０８２３１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載されている構成は、流入リンクの入口と出口との間に
、車両がこの流入リンクに流入したり、この流入リンクから流出できる分岐路（交差点を
含む。）が接続されている場合、この分岐路で流入リンクに流入した車両や、分岐路で流
入リンクから流出した車両の台数を検知することができず、この流入リンクに滞留してい
る車両の台数の計数値に生じる誤差が大きくなる。すなわち、特許文献１は、流入リンク
の入口と出口との間に、車両がこの流入リンクに流入したり、この流入リンクから流出で
きる分岐路が接続されていないことを前提にしている。したがって、特許文献１に記載さ
れた構成では、入口と出口との間に分岐路が接続されている流入リンクに滞留している車
両の台数の計数値の信頼性を確保することができない。
【０００７】
　なお、流入リンクの入口と出口との間に１または複数の車両検知器を追加設置し、これ
らの車両検知器による車両の検知結果から得られる、検知位置での車両の検知台数や、時
間占有率等も用いて渋滞長を推定することによって、信頼性を向上させることはできる（
渋滞長から、流入リンクに滞留している車両の台数を推定できる。）。しかし、車両検知
器の追加によって敷設するケーブルの増加や、通信回線の増設等が必要になり、システム
の構築、運用、維持管理等にかかるコストが増大する。
【０００８】
　この発明の目的は、システムの構築、運用、維持管理等にかかるコストの増加を抑え、
流入リンクに滞留している車両の台数の計測精度の向上を図った交通量計測装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明の交通量計測装置は、上述の目的を達するために、以下のように構成している
。
【００１０】
　流入交通量計測部は、リンクの入口において、このリンクに流入する車両の台数を計測
する。また、流出交通量計測部は、リンクの出口において、このリンクから流出する車両
の台数を計測する。流入交通量計測部、および流出交通量計測部は、例えば公知の金属感
応型（ループ式、磁気式等）、や固体感応型（超音波式、レーダ式等）等の車両感知器を
用いて計測する構成であってもよいし、リンクの入口や出口を撮像した撮像画像を処理し
て撮像されている車両を計測する構成であってもよい。
【００１１】
　補正係数記憶部は、第１の時間（１５分や２０分等）で区分した時間帯毎に、リンク内
に滞留する車両の台数の推定に用いる補正係数を対応づけて登録した補正係数対応テーブ
ルを記憶する。この補正係数は、流入交通量計測部が計測したリンクに流入した車両の台
数と、流出交通量計測部が計測したリンクから流出した車両の台数と、を一致させる係数
であり、流入交通量計測部が計測したリンクに流入した車両の台数、または流出交通量計
測部が計測したリンクから流出した車両の台数の一方を補正する。すなわち、補正係数は
、流入交通量計測部が計測したリンクに流入した車両の台数、または流出交通量計測部が
計測したリンクから流出した車両の台数の一方を、リンクの入口と出口との間に接続され
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ている分岐路（交差点を含む。）から流入した車両と、流出した車両とについて推定され
る台数差に応じて補正する係数である。
【００１２】
　滞留台数推定部は、流入交通量計測部が計測した車両の台数、流出交通量計測部が計測
した車両の台数、および補正係数記憶部が記憶する補正係数対応テーブルに登録されてい
る対応する時間帯の補正係数を用いてリンク内に滞留している車両の台数を推定する。こ
れにより、リンク内に滞留している車両の台数の推定が、リンクの入口と、出口との間に
接続されている分岐路から流入、または流出した車両の台数を考慮して行える。また、こ
の台数の推定では、流入交通量計測部、および流出交通量計測部における、車両の台数の
計測誤差も考慮される。
【００１３】
　さらに、補正係数更新部は、補正係数対応テーブルに対して、補正係数が対応付けられ
ている連続する複数の時間帯を補正係数更新期間に決定し、流入交通量計測部が補正係数
更新期間に計測した車両の台数と、流出交通量計測部が補正係数更新期間に計測した車両
の台数とを用いて、補正係数更新期間に属する時間帯毎に対応付けられている補正係数を
更新する。
【００１４】
　リンクの入口と、出口との間に接続されている分岐路から流入、または流出する車両の
台数は、時間帯で変動する。これにより、時間帯毎に、流入交通量計測部が計測したリン
クに流入した車両の台数と、流出交通量計測部が計測したリンクから流出した車両の台数
と、を一致させる補正係数を精度よく算出できる。したがって、リンク内に滞留している
車両の台数が精度よく推定できる。
【００１５】
　また、リンクの入口と出口との中間に車両検知器を設置しなくてもよいので、システム
の構築、運用、維持管理等にかかるコストの増加を抑えることができる。
【００１６】
　また、リンクが非飽和状態であるか、過飽和状態であるかを判定する状態判定部を備え
、補正係数更新部は、状態判定部が連続して過飽和状態であると判定した期間を含む補正
係数更新期間を決定する、構成としてもよい。
【００１７】
　過飽和状態であるときは、流入交通量計測部、および流出交通量計測部において計測さ
れる車両台数が多いので、流入交通量計測部、および流出交通量計測部の計測誤差が、算
出する補正係数に与える影響を抑えられる。したがって、補正係数を適正に算出できる。
【００１８】
　また、状態判定部は、例えば、リンクの出口側における単位時間当たりの車両の流出台
数に基づいて、このリンクが非飽和状態であるか、過飽和状態であるかを判定する構成と
すればよい。
【００１９】
　また、車両に搭載され、その車両の走行軌跡を示すプローブ情報を取得する車載機との
無線通信により、当該車載機からプローブ情報を受信する受信部を備え、補正係数更新部
は、受信部でプローブ情報を受信した２台の車両の一方がリンクを走行した時間から、他
方がリンクを走行した時間までの期間を含む補正係数更新期間を決定する、構成としても
よい。
【００２０】
　この場合、受信部でプローブ情報を受信した車両の走行軌跡から得た、当該車両のリン
クの走行時間に基づいて、このリンクが非飽和状態であるか、過飽和状態であるかを判定
すればよい。
【００２１】
　また、車両に搭載された車載機との無線通信により、その車両の通過情報を受信する受
信部を備え、受信部は、リンクの入口手前側、およびリンクの出口外側の２箇所において
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通過情報を受信し、補正係数更新部は、受信部で通過情報を取得した車両についてリンク
の走行軌跡を推定し、通過情報を受信した２台の車両の一方がリンクを走行した時間から
、他方がリンクを走行した時間までの期間を含む補正係数更新期間を決定する、構成とし
てもよい。
【００２２】
　この場合、受信部で通過情報を受信した車両について推定した当該車両の走行軌跡から
得た、当該車両のリンクの走行時間に基づいて、このリンクが非飽和状態であるか、過飽
和状態であるかを判定すればよい。
【００２３】
　また、補正係数記憶部は、日種別に、補正係数対応テーブルを記憶するのが好ましい。
日種は、例えば平日と休日（土曜、日曜、祝日）の２種類であってもよいし、曜日別の７
種類であってもよい。
【発明の効果】
【００２４】
　この発明によれば、システムの構築や運用にかかるコストの増加を抑え、流入リンクに
滞留している車両の台数の計測精度の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】交通管制システムを示す概略図である。
【図２】交通管制センタの主要部の構成を示すブロック図である。
【図３】交通量計測ユニットの主要部の構成を示すブロック図である。
【図４】補正係数対応テーブルを示す図である。
【図５】信号制御処理を示すフローチャートである。
【図６】過飽和状態判定処理を示すフローチャートである。
【図７】補正係数更新処理を示すフローチャートである。
【図８】交通量観測データを取得している。
【図９】別の例にかかる補正係数更新処理を示すフローチャートである。
【図１０】プローブ情報から得た車両の走行軌跡を示す図である。
【図１１】別の例にかかる補正係数更新処理を示すフローチャートである。
【図１２】光ビーコンのアップリンク情報を用いて推定した車両の走行軌跡を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、この発明の実施形態である交通量計測装置について説明する。
【００２７】
　図１は、この例にかかる交通量計測装置を用いた交通管制システムを示す概略図である
。図１では、２つの交差点Ａ、Ｂを図示している。
【００２８】
　交通管制センタ１が、この実施形態にかかる交通量計測装置（後述する交通量計測ユニ
ット１２）を備える。詳細については、後述する。
【００２９】
　交差点Ａには、車両の進入方向別に、信号灯器５ａが設置されている。また、交差点Ｂ
には、車両の進入方向別に、信号灯器５ｂが設置されている。信号制御装置２ａは、交差
点Ａに設置されている複数の信号灯器５ａの現示表示を制御する。信号制御装置２ｂは、
交差点Ｂに設置されている複数の信号灯器５ｂの現示表示を制御する。
【００３０】
　この例では、交差点Ａが渋滞が発生しやすいボトルネックの交差点である。図１に示す
交差点Ａの流入リンクは、交差点Ｂと交差点Ａとを結ぶ道路であり、交差点Ｂを通過し、
交差点Ａに向かう車両が走行する道路である。また、図１に示していないが、交差点Ａの
流入リンクの途中（交差点Ａと交差点Ｂの間）には、車両がこの流入リンクに流入したり
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、この流入リンクから流出したりすることができる分岐路（交差点を含む。）がつながっ
ている。流入リンクにつながっている分岐路は、１つであってもよいし、複数であっても
よい。したがって、交差点Ｂを通過して交差点Ａの流入リンクに進入した車両の中には、
途中でつながっている分岐路において、この流入リンクから流出する車両（交差点Ａを通
過しない車両）が存在する。また、交差点Ｂを通過することなく、途中でつながっている
分岐路から流入リンクに流入し、交差点Ａを通過する車両も存在する。
【００３１】
　車両感知器３ａは、交差点Ａの流入リンクから交差点Ａに流出する車両の通過を検知す
る。車両感知器３ａは、流入リンクの出口付近に設置されている。また、車両感知器３ｂ
は、交差点Ｂを通って交差点Ａの流入リンクに流入する車両の通過を検知する。車両感知
器３ｂは、流入リンクの入口付近に設置されている。車両感知器３ａ、３ｂとしては、例
えば、金属感応型（ループ式、磁気式等）、や固体感応型（超音波式、レーダ式等）のも
のがある。車両感知器３ａの出力（車両の検知信号）は、交差点Ａの近くに設置された信
号制御装置２ａを介して交通管制センタ１に入力される。車両感知器３ｂの出力（車両の
検知信号）は、交差点Ｂの近くに設置された信号制御装置２ｂを介して交通管制センタ１
に入力される。
【００３２】
　この例では、交通管制センタ１は、２つの交差点Ａ、Ｂを結ぶ、交差点Ａの流入リンク
に滞留する車両の台数を計測（推定）する。また、交通管制センタ１は、信号制御装置２
ａ、２ｂに対して信号灯器５ａ、５ｂの現示表示を制御する信号制御パラメータを指示す
る。信号制御パラメータには、信号灯器５ａ、５ｂの１周期の時間を示すサイクル、１サ
イクル（１周期）に占める各現示の割合を示すスプリット、交差点間のサイクル開始タイ
ミングの差を示すオフセット等が含まれる。信号制御装置２ａ、２ｂは、交通管制センタ
１から指示された信号制御パラメータに基づいて信号灯器５ａ、５ｂの現示表示を制御す
る。
【００３３】
　図２は、交通管制センタの主要部の構成を示すブロック図である。交通管制センタ１は
、制御ユニット１１と、交通量計測ユニット１２と、信号制御パラメータ生成ユニット１
３と、入出力ユニット１４と、を備えている。
【００３４】
　制御ユニット１１は、交通管制センタ１本体各部の動作を制御する。
【００３５】
　交通量計測ユニット１２は、図１に示した交差点Ａの流入リンクに滞留する車両の台数
を推定する。この交通量計測ユニット１２が、この発明の実施形態にかかる交通量計測装
置に相当する。
【００３６】
　信号制御パラメータ生成ユニット１３は、交通量計測ユニット１２により推定された交
差点Ａの流入リンクに滞留する車両の台数に基づき、交差点Ａ、Ｂに設置されている信号
灯器５ａ、５ｂの現示表示を制御する信号制御パラメータを生成する。
【００３７】
　入出力ユニット１４は、信号制御装置２ａ、２ｂとの間におけるデータの入出力を行う
。入出力ユニット１４には、車両感知器３ａの出力（車両の検知信号）が信号制御装置２
ａを介して入力されるとともに、車両感知器３ｂの出力（車両の検知信号）が信号制御装
置２ｂを介して入力される。また、入出力ユニット１４は、信号制御装置２ａ、２ｂに対
して信号灯器５ａ、５ｂの現示表示を制御する信号制御パラメータを指示する出力を行う
。
【００３８】
　図３は、交通量計測ユニットの主要部の構成を示すブロック図である。交通量計測ユニ
ット１２は、制御部２１と、流入交通量計測部２２と、流出交通量計測部２３と、非飽和
状態判定部２４と、補正係数更新部２５と、補正係数記憶部２６と、滞留台数推定部２７
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と、を備えている。
【００３９】
　制御部２１は、交通量計測ユニット１２本体各部の動作を制御する。また、制御部２１
は、制御ユニット１１との間で通信を行う。
【００４０】
　流入交通量計測部２２は、信号制御装置２ｂを介して入力された車両感知器３ｂの出力
（車両の検知信号）をカウントすることで、交差点Ｂを通過して交差点Ａの流入リンクに
流入した車両の台数を計測する。
【００４１】
　流出交通量計測部２３は、信号制御装置２ａを介して入力された車両感知器３ａの出力
（車両の検知信号）をカウントすることで、交差点Ａの流入リンクから交差点Ａに流出し
た車両の台数を計測する。
【００４２】
　非飽和状態判定部２４は、交差点Ａの流入リンクの状態が非飽和状態であるか、過飽和
状態であるかを判定する。非飽和状態とは、渋滞していない状態であり、過飽和状態とは
渋滞している状態である。
【００４３】
　補正係数更新部２５は、交差点Ａの流入リンクに滞留している車両の台数の推定に用い
る補正係数を算出する。
【００４４】
　補正係数記憶部２６は、日種別に、補正係数更新部２５が算出した補正係数を登録した
補正係数対応テーブルを記憶する。この例では、日種は平日と休日との２つであり、図４
に示すように、平日と、休日の補正係数対応テーブルを補正係数記憶部２６に記憶する。
また、補正係数対応テーブルは、時間帯毎に、補正係数を対応付けたものである。図４に
示す例は、１５分間隔で区切った時間帯毎に補正係数を対応付けた補正係数対応テーブル
である。
【００４５】
　なお、補正係数記憶部２６に記憶する補正係数対応テーブルは、曜日毎の７つであって
もよいし、時間帯による区分も１５分に限らず、５分、１０分、２０分等であってもよい
。
【００４６】
　滞留台数推定部２７は、補正係数記憶部２６が記憶する補正係数対応テーブル、流入交
通量計測部２２が計測した交差点Ｂを通過して交差点Ａの流入リンクに流入した車両の台
数、および、流出交通量計測部２３が計測した交差点Ａの流入リンクから交差点Ａに流出
した車両の台数を用いて、交差点Ａの流入リンクに滞留している車両の台数を推定する。
【００４７】
　次に、この例にかかる交通管制システムの動作について説明する。この例にかかる交通
管制システムは、交通管制センタ１において信号灯器５ａ、５ｂの現示表示を制御する信
号制御処理、および補正係数記憶部２６が記憶する補正係数対応テーブルを更新する補正
係数更新処理を行う。
【００４８】
　まず、信号灯器５ａ、５ｂの現示表示を制御する信号制御処理について説明する。図５
は、この信号制御処理を示すフローチャートである。交通管制センタ１は、信号制御装置
２ａ、２ｂに対して信号制御パラメータを指示する。この例では、交通管制センタ１は、
信号制御装置２ａ、２ｂ毎に、指示する信号制御パラメータを生成する。信号制御装置２
ａは、交通管制センタ１から指示された信号制御パラメータで信号灯器５ａの現示表示を
制御する。また、信号制御装置２ｂは、交通管制センタ１から指示された信号制御パラメ
ータで信号灯器５ｂの現示表示を制御する。
【００４９】
　交通管制センタ１は、図１に示した交差点Ａの流入リンクが非飽和状態であるか、過飽
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和状態であるかを判定する（ｓ１）。すなわち、ｓ１では交差点Ａの流入リンクが渋滞し
ているかどうかを判定している。ｓ１にかかる判定は、交通量計測ユニット１２が、交差
点Ａの流入リンクから、交差点Ａに流出する車両群の青時間利用率に基づいて判定する。
【００５０】
　青時間利用率は、以下の式により算出できる。
【００５１】
　青時間利用率＝流出台数／（青時間×飽和交通流率）
流出台数は、信号灯器５ａの１サイクル（実際には、信号灯器５ａの１サイクルにおける
青時間）において、交差点Ａの流入リンクから、交差点Ａに流出した車両の台数である。
この流出台数は、流出交通量計測部２３が信号制御装置２ａを介して入力されている車両
感知器３ａの車両の検知信号をカウントすることによって取得している。
【００５２】
　青時間は、信号灯器５ａの１サイクルにおいて、現示が交差点Ａの流入リンクの車両群
である時間である。ここでは、交差点Ａの流入リンクの車両群が、信号灯器５ａの１サイ
クルにおける青時間以外の時間帯に、交差点Ａに進入することはないことを前提にしてい
る。したがって、（流出台数／青時間）は、交差点Ａの流入リンクから交差点Ａに流出し
た単位時間あたりの車両の台数である。
【００５３】
　飽和交通流率は、単位時間（１ｓｅｃ）当たりにおける、交差点Ａの流入リンクから、
交差点Ａに流出可能な車両の最大台数である。この飽和交通流率は、予め設定した固定値
であってもよいし、交通量計測ユニット１２が学習によって取得した値であってもよい。
飽和交通流率の学習では、交差点Ａの流入リンクが過飽和状態であるときに、このリンク
から、交差点Ａに流出した車両の台数を計測し、以下の式で算出すればよい。
【００５４】
　飽和交通流率＝流出台数／青時間
　また、上記の式で算出される飽和交通流率は、大型車両の混入率の違いによって変動す
ることから、日種や時間帯別に定めるのが好ましい。
【００５５】
　図６は、ｓ１にかかる過飽和状態判定処理を示すフローチャートである。交通量計測ユ
ニット１２は、制御部２１において、信号灯器５ａの前回のサイクルにおける青時間利用
率を算出する（ｓ１１）。この青時間利用率は、交差点Ａの流入リンクに滞留している車
両の台数が多くなるにつれて大きくなり、すなわち混雑していくにつれて大きくなり、渋
滞時に１付近の値をとる。
【００５６】
　制御部２１は、交差点Ａの流入リンクについて、前回の判定が過飽和状態であれば、ｓ
１１で算出した青時間利用率と第１の判定値αとを比較する（ｓ１２、ｓ１３）。また、
制御部２１は、交差点Ａの流入リンクについて、前回の判定が非飽和状態であれば、ｓ１
１で算出した青時間利用率と第２の判定値βとを比較する（ｓ１２、ｓ１４）。第１の判
定値αは、第２の判定値βよりも小さい（第１の判定値α＜第２の判定値β）。例えば、
第１の判定値αは、０．８５であり、第２の判定値βは、０．９０である。
【００５７】
　制御部２１は、ｓ１３において、ｓ１１で算出した青時間利用率が第１の判定値α未満
であると判定すると、交差点Ａの流入リンクを非飽和状態であると判定する（ｓ１５）。
反対に、制御部２１は、ｓ１３において、ｓ１１で算出した青時間利用率が第１の判定値
α以上であると判定すると、交差点Ａの流入リンクを過飽和状態であると判定する（ｓ１
６）。
【００５８】
　また、制御部２１は、ｓ１４において、ｓ１１で算出した青時間利用率が第２の判定値
β未満であると判定すると、交差点Ａの流入リンクを非飽和状態であると判定する（ｓ１
７）。反対に、制御部２１は、ｓ１４において、ｓ１１で算出した青時間利用率が第２の
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判定値β以上であると判定すると、交差点Ａの流入リンクを過飽和状態であると判定する
（ｓ１８）。
【００５９】
　図６に示した処理では、上述の第１の判定値α、および第２の判定値βを用いることに
よって、交差点Ａの流入リンクが非飽和状態であるか、過飽和状態であるかの判定にヒス
テリシスを持たせている。これにより、交差点Ａの流入リンクについて、ｓ１の処理毎に
、非飽和状態、過飽和状態の判定結果が変化するのを抑制している。
【００６０】
　図５に戻って、交通量計測ユニット１２は、交差点Ａの流入リンクに滞留している車両
の滞留台数を推定する（ｓ２）。車両の滞留台数は、前回推定した滞留台数、補正係数記
憶部２６が記憶する補正係数対応テーブル、信号灯器５ａの前回のサイクルにおける流入
交通量計測部２２が計測した交差点Ｂを通過して交差点Ａの流入リンクに流入した車両の
台数、および、信号灯器５ａの前回のサイクルにおける流出交通量計測部２３が計測した
交差点Ａの流入リンクから交差点Ａに流出した車両の台数を用いて、交差点Ａの流入リン
クに滞留している車両の台数を推定する。
【００６１】
　具体的には、
車両の滞留台数＝（前回推定した滞留台数）＋（信号灯器５ａの前回のサイクルにおける
流入交通量計測部２２が計測した交差点Ｂを通過して交差点Ａの流入リンクに流入した車
両の台数×対応する補正係数）－（信号灯器５ａの前回のサイクルにおける流出交通量計
測部２３が計測した交差点Ａの流入リンクから交差点Ａに流出した車両の台数）
　により推定する。
【００６２】
　上記推定において用いる、対応する補正係数は、日種および時間帯が信号灯器５ａの前
回のサイクルに対応する補正係数である。
【００６３】
　この補正係数の詳細については後述する。この例では、補正係数は、交差点Ｂを通過し
て交差点Ａの流入リンクに流入した車両の台数を、この流入リンクから交差点Ａに流出し
た車両の台数に合わせるものである。すなわち、この補正係数は、交差点Ｂを通過して交
差点Ａの流入リンクに流入した車両の台数を、このリンクの入口と出口との間に接続され
ている分岐路から流入した車両と、流出した車両とについて推定される台数差に応じて補
正する係数である。
【００６４】
　なお、ｓ２では、推定した車両の台数が負の値であれば、０と推定する。
【００６５】
　交通量計測ユニット１２は、ｓ１で判定した交差点Ａの流入リンクの状態（非飽和、ま
たは過飽和）、およびｓ２で推定した交差点Ａの流入リンクに滞留している車両の台数を
、信号制御パラメータ生成ユニット１３に通知する。信号制御パラメータ生成ユニット１
３は、交通量計測ユニット１２からの通知に基づき、信号灯器５ａ、５ｂを制御する信号
制御パラメータを生成する信号制御パラメータ生成処理を行う（ｓ３）。
【００６６】
　ｓ３にかかる信号制御パラメータ生成処理は、例えば、現示毎に各流入リンクの負荷率
の最大値を求め、現示負荷率の比でスプリットを配分する公知の負荷率配分方式により、
信号灯器５ａ、５ｂを制御する信号制御パラメータ生成する。また、予め設定している複
数の信号制御パラメータの中から、いずれかの信号制御パラメータを選択する等の他の方
式であってもよい。
【００６７】
　また、交差点Ａの流入リンクが過飽和状態であれば、車両の推定台数を元に、現示毎に
各流入リンクの走行時間（旅行時間）の最大値を算出し、走行時間比でスプリットを配分
する公知の方式（例えば、上述の特許文献２に記載された方式）で、信号灯器５ａ、５ｂ
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を制御する信号制御パラメータ生成する。また、今回通知された交差点Ａの流入リンクに
滞留している車両の推定台数に応じて、予め設定している複数の信号制御パラメータの中
から、この流入リンクから交差点Ａに流出する車両群の現示を長くする信号制御パラメー
タを選択する等の他の方式であってもよい。
【００６８】
　交通管制センタ１は、入出力ユニット１４において、ｓ３で信号制御パラメータ生成ユ
ニット１３が生成した信号制御パラメータを信号制御装置２ａ、２ｂに送信する（ｓ４）
。
【００６９】
　交通管制センタ１は、信号灯器５ａの現示表示が１サイクル終了すると（ｓ５）、ｓ１
に戻り、上述した処理を繰り返す。
【００７０】
　このように、交通量計測ユニット１２は、信号灯器５ａの１サイクル毎に、交差点Ａの
流入リンクに滞留している車両の台数を推定する。また、交通量計測ユニット１２は、推
定した車両の台数から、交差点Ａの流入リンクにおける渋滞長を算出して出力するように
してもよい。渋滞長は、
　渋滞長＝推定した滞留台数×平均車頭間隔（例えば７ｍ）
により算出できる。
【００７１】
　次に、補正係数更新処理について説明する。この補正係数更新処理は、例えば、日付が
変わる午前０時になると実行する。
【００７２】
　図７は、この補正係数更新処理を示すフローチャートである。交通管制センタ１は、前
日の信号制御処理において、図８に示す交通量観測データを取得している。この交通量観
測データは、図４に示した補正係数対応テーブルにおいて、補正係数を対応付けている時
間帯毎に、車両感知器３ｂが検知した車両の台数（流入台数）、車両感知器３ａが検知し
た車両の台数（流出台数）、および上述のｓ１で判定した流入リンクの状態（非飽和、ま
たは過飽和）を対応付けたものである。
【００７３】
　なお、上述のｓ１にかかる判定は、上述したように信号灯器５ａの１サイクル毎に行う
ので、交通量観測データを区分している時間帯においては複数回行っている。このため、
交通量観測データにおける状態（非飽和、または過飽和）については、対応する時間帯に
おいて、上述のｓ１で過飽和であると判定された回数が、予め定めた回数以上であれば過
飽和とし、予め定めた回数未満であれば非飽和としている。
【００７４】
　交通量計測ユニット１２は、この前日の交通量観測データに基づき、補正係数を更新す
る補正対象期間を決定する（ｓ２１）。ｓ２１では、過飽和状態が連続している時間帯（
図８に示す例では、７：３０～８：１５）と、２つの非飽和状態である時間帯を補正対象
期間にする。２つの非飽和状態は、過飽和状態が連続している時間帯を挟む時間帯である
。図８に示す例では、７：１５～８：３０までの連続する６つの時間帯が、補正対象期間
に決定される。
【００７５】
　なお、ｓ２１で決定される補正対象期間は、１つであるとは限らない。
【００７６】
　交通量計測ユニット１２は、ｓ２１で決定した補正対象期間毎に、以下に示すｓ２２以
降の処理を行う。
【００７７】
　交通量計測ユニット１２は、補正対象期間において、車両感知器３ｂが検知した車両の
合計台数（流入合計台数）を算出する（ｓ２２）。図８に示す例では、流入合計台数は、
７３０（１４５＋１７０＋１４０＋８５＋９５＋９５）台である。また、交通量計測ユニ
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ット１２は、補正対象期間において、車両感知器３ａが検知した車両の合計台数（流出合
計台数）を算出する（ｓ２３）。図８に示す例では、流出合計台数は、７９０（１３５＋
１３５＋１３５＋１３５＋１３５＋１１５）台である。
【００７８】
　補正対象期間に属する時間帯毎に、対応付けられている補正係数の更新に用いる更新係
数を算出する（ｓ２４）。この更新係数は、ｓ２３で算出した流出合計台数を、ｓ２２で
算出した流入合計台数で除した値（流出合計台数／流入合計台数）である。すなわち、更
新係数は、ｓ２２で算出した流入合計台数を補正し、補正した台数をｓ２３で算出した流
出合計台数に一致させる係数である。
【００７９】
　交通量計測ユニット１２は、補正対象期間に属する時間帯毎にｓ２４で算出した更新係
数を用いて、その時間帯に対応付けられている補正係数を更新する（ｓ２５）。ｓ２５で
は、以下の式により、新たな補正係数を算出し、補正係数対応テーブルに登録されている
該当する時間帯の補正係数を算出した値に置き換える。
【００８０】
　新たな補正係数＝現時点の補正係数×（１－平滑化係数）＋ｓ２４で算出した更新係数
×平滑化係数
　平滑化係数は、前日の計測結果が新たな補正係数に与える影響をある程度抑え、補正係
数の変動幅を抑制するため、０．２～０．４の範囲に設定するのが好ましい。
【００８１】
　このように、この補正係数更新処理では、交差点Ｂを通過して交差点Ａの流入リンクに
流入した車両の台数を、この流入リンクから交差点Ａに流出した車両の台数に合わせる補
正係数が得られる。すなわち、交差点Ａの流入リンクの途中（交差点Ａと交差点Ｂの間）
につながっている分岐路において、この流入リンクから流出する車両（交差点Ａを通過し
ない車両）の台数や、この流入リンクに流入する車両（交差点Ｂを通過していない車両）
の台数を考慮して、流入リンクに流入した車両の台数を補正することができる。したがっ
て、流入リンクに滞留している車両の台数の推定が精度よく行える。
【００８２】
　また、過飽和状態であるときは、流入交通量計測部２２、および流出交通量計測部２３
において計測される車両台数が多いので、流入交通量計測部２２、および流出交通量計測
部２３の計測誤差が、算出する更新係数に与える影響を抑えることができるので、新たな
補正係数の算出が適正に行える。
【００８３】
　さらに、この例では、上述したように、ｓ２１で決定する補正対象期間を、過飽和状態
が連続している時間帯が２つの非飽和状態である時間帯によって挟まれた時間帯にしてい
る。すなわち、ｓ２１で決定する補正対象期間の開始時点、および終了時点の時間帯は、
非飽和状態である。このため、流入リンクにおける、補正対象期間の開始時点と、終了時
点とにおける車両の滞留台数が略同じ台数になる（大きく異なることはない。）。したが
って、補正対象期間の開始時点と、終了時点とにおける車両の滞留台数の違いによる影響
が、算出する更新係数に与える影響を抑えることができるので、新たな補正係数の算出が
一層適正に行える。
【００８４】
　また、流入リンクの両端に車両感知器３ａ、３ｂを設けるだけでよく、流入リンクの途
中に車両感知器を設けなくてもよいので、システムの構築、運用、維持管理にかかるコス
トが十分に抑えられる。
【００８５】
　なお、上記の例では、車両感知器３ａ、３ｂにより、リンクから流出した車両や、リン
クに流入した車両を検知するとしたが、リンクの入口、および出口を撮像した撮像画像を
処理して、リンクから流出した車両や、リンクに流入した車両を検知する構成としてもよ
い。
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【００８６】
　次に、別の例について説明する。この例は、リンクを走行した車両から取得したプロー
ブ情報を用いて補正係数を更新する。この例では、交差点Ａに車両に搭載されているプロ
ーブ車載器と無線通信を行う無線通信端末を設置している。プローブ車載器は、公知のよ
うにＧＰＳによる測位機能を有し、定期的（一定時間毎、または一定距離走行毎）に、現
在位置を測位し、時刻、緯度、経度を対応付けて記憶した走行軌跡情報を取得する機器で
ある。
【００８７】
　無線通信端末は、プローブ車載器との無線通信により、このプローブ車載器が記憶して
いる車両の走行軌跡情報を取得する。この無線通信端末は、取得した走行軌跡情報を交通
管制センタ１に通知する。
【００８８】
　この例にかかる交通管制システムも、上述した図５に示した信号制御処理を行う。また
、この交通管制センタ１は、プローブ車載器を搭載した車両の走行軌跡情報を無線通信端
末から取得している。
【００８９】
　図９は、この例にかかる補正係数更新処理を示すフローチャートである。
【００９０】
　この例にかかる交通管制センタ１は、車両感知器３ａ、３ｂ毎に、その車両感知器３ａ
、３ｂが車両を検知した時刻を蓄積的に記憶した交通量観測データを取得している。すな
わち、車両感知器３ａ、３ｂの感知領域における各車両の通過時刻を交通量観測データと
して取得している。
【００９１】
　補正係数更新処理では、プローブ車載器から取得した走行軌跡情報を時系列にならべ、
３０分～２時間程度の間隔で、前日を複数の時間帯に区分する（ｓ３１）。ｓ３１では、
交差点Ａの流入リンクに流入した時刻（車両感知器３ｂの感知領域を通過した時刻）を、
基準にして、時間帯の区分を行う。ここで区分する時間帯の開始時刻、および終了時刻は
、プローブ車載器を搭載した車両が車両感知器３ｂの感知領域を通過した時刻である。ｓ
３１で区分した１つの時間帯の開始時刻、および終了時刻の間に、他の車両に搭載されて
いたプローブ車載器から取得した走行軌跡情報が含まれていても良い。ここで区分した各
時間帯が、上述の例における補正対象期間である。
【００９２】
　交通量計測ユニット１２は、ｓ３１で決定した補正対象期間毎に、以下に示すｓ３２以
降の処理を行う。
【００９３】
　図１０は、ｓ３１で区分したある１つの補正対象期間の先頭車両Ｘ、および最後尾車両
Ｙの走行軌跡を示す図である。この走行軌跡は、プローブ車載器から取得した走行軌跡情
報から得られる。交通量計測ユニット１２は、先頭車両Ｘと、最後尾車両Ｙとの間におい
て、車両感知器３ｂが検知した車両の台数を流入合計台数として得る（ｓ３２）。また、
交通量計測ユニット１２は、先頭車両Ｘと、最後尾車両Ｙとの間において、車両感知器３
ａが検知した車両の台数を流出合計台数として得る（ｓ３３）。上述したように、この例
では、車両感知器３ａ、３ｂの感知領域における各車両の通過時刻を交通量観測データと
して取得している。また、先頭車両Ｘと、最後尾車両Ｙが、車両感知器３ａ、３ｂの感知
領域を通過した通過時刻が走行軌跡情報から得られる。したがって、ｓ３２、ｓ３３では
、交通量観測データを参照することで、先頭車両Ｘと、最後尾車両Ｙとの間において、車
両感知器３ｂが検知した流入合計台数、および車両感知器３ａが検知した流出合計台数を
得ることができる。
【００９４】
　交通量計測ユニット１２は、補正対象期間毎に、その補正対象期間に属する各時間帯に
対応付けられている補正係数を更新する更新係数を算出する（ｓ３４）。この更新係数は
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、ｓ３３で得た流出合計台数を、ｓ３２で得た流入合計台数で除した値（ｓ３３で得た流
出合計台数／ｓ３２で得た流入合計台数）である。
【００９５】
　交通量計測ユニット１２は、補正対象期間に属する時間帯毎にｓ３４で算出した更新係
数を用いて、その時間帯に対応付けられている補正係数を更新する（ｓ３５）。ｓ３５で
は、以下の式により、新たな補正係数を算出し、補正係数対応テーブルに登録されている
該当する時間帯の補正係数を算出した値に置き換える。
【００９６】
　新たな補正係数＝現時点の補正係数×（１－平滑化係数）＋ｓ３４で算出した更新係数
×平滑化係数
　平滑化係数は、上述の例と同様に、前日の計測結果が新たな補正係数に与える影響をあ
る程度抑え、補正係数の変動幅を抑制するため、０．２～０．４の範囲で設定するのが好
ましい。
【００９７】
　なお、この例では、補正係数対応テーブルにおいて、補正係数を対応づけている時間帯
の区分で、補正対象期間を定めていないので、時間的に連続する２つの補正対象期間の両
方に属する時間帯（補正係数が対応づけられている時間帯）が存在する。時間的に連続す
る２つの補正対象期間の両方に属する時間帯（補正係数が対応づけられている時間帯）に
ついては、どちらか一方の補正対象期間に含め、他方の補正対象期間に含めない。例えば
、時間的に連続する２つの補正対象期間の両方に属する時間帯（補正係数が対応づけられ
ている時間帯）については、属する時間がより長い補正対象期間に含める。
【００９８】
　この例では、交差点Ａの流入リンクが非飽和状態である時間帯についても、補正係数を
更新できる。
【００９９】
　次に、別の例について説明する。この例は、光ビーコンのアップリンク情報を用いて補
正係数を更新する。この例では、交差点Ａの流入リンクの両側（流入側と流出側）に、光
ビーコン対応車載器と無線通信を行い、光ビーコンのアップリンク情報を受信する受信端
末を設置している。光ビーコン対応車載器が出力する光ビーコンのアップリンク情報は、
車両ＩＤと、通過時刻とを含む情報である。受信端末は、受信した光ビーコンのアップリ
ンク情報を交通管制センタ１に通知する。
【０１００】
　この例にかかる交通管制システムも、上述の図５に示した信号制御処理を行う。また、
この交通管制センタ１は、光ビーコンのアップリンク情報を受信端末から取得している。
【０１０１】
　図１１は、この例にかかる補正係数更新処理を示すフローチャートである。この例にか
かる交通管制センタ１は、車両感知器３ａ、３ｂ毎に、その車両感知器３ａ、３ｂが車両
を検知した時刻を蓄積的に記憶した交通量観測データを取得している。すなわち、車両感
知器３ａ、３ｂの感知領域における各車両の通過時刻を交通量観測データとして取得して
いる。
【０１０２】
　補正係数更新処理では、光ビーコン対応車載器から取得した光ビーコンのアップリンク
情報を時系列にならべ、アップリング情報を取得した車両毎に、走行軌跡を推定する（ｓ
４１）。ｓ４１では、アップリンク情報を取得した流入側、および流出側の２地点間（受
信端末の設置間）を等速度で走行したものと仮定し、走行軌跡を推定する。交通量計測ユ
ニット１２は、ｓ４１で推定した車両の走行軌跡を時系列にならべ、１．５時間～３時間
程度の間隔で、前日を複数の時間帯に区分する（ｓ４２）。ｓ４２では、交差点Ａの流入
リンクに流入した推定時刻（車両感知器３ｂの感知領域を通過した時刻）を、基準にして
、時間帯の区分を行う。ここで区分する時間帯の開始時刻、および終了時刻は、光ビーコ
ン対応車載器を搭載した車両が車両感知器３ｂの感知領域を通過した時刻である。ｓ４２
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で区分した１つの時間帯の開始時刻、および終了時刻の間に、他の車両に搭載されていた
光ビーコン対応車載器から取得したアップリンク情報が含まれていても良い。ここで区分
した各時間帯が、上述の例における補正対象期間である。
【０１０３】
　交通量計測ユニット１２は、ｓ４２で決定した補正対象期間毎に、以下に示すｓ４３以
降の処理を行う。
【０１０４】
　図１１は、ｓ４２で区分したある１つの補正対象期間の先頭車両Ｘ、および最後尾車両
Ｙの推定走行軌跡を示す図である。この推定走行軌跡は、ｓ４１で推定したものである。
交通量計測ユニット１２は、先頭車両Ｘと、最後尾車両Ｙとの間において、車両感知器３
ｂが検知した車両の台数を流入合計台数として得る（ｓ４３）。また、交通量計測ユニッ
ト１２は、先頭車両Ｘと、最後尾車両Ｙとの間において、車両感知器３ａが検知した車両
の台数を流出合計台数として得る（ｓ４４）。上述したように、この例では、車両感知器
３ａ、３ｂの感知領域における各車両の通過時刻を交通量観測データとして取得している
。また、先頭車両Ｘと、最後尾車両Ｙが、車両感知器３ａ、３ｂの感知領域を通過した通
過時刻が推定走行軌跡から得られる。したがって、ｓ３２、ｓ３３では、交通量観測デー
タを用いることで、先頭車両Ｘと、最後尾車両Ｙとの間において、車両感知器３ｂが検知
した流入合計台数、および車両感知器３ａが検知した流出合計台数を得ることができる。
【０１０５】
　交通量計測ユニット１２は、補正対象期間毎に、その補正対象期間に属する各時間帯に
対応付けられている補正係数を更新する更新係数を算出する（ｓ４５）。この更新係数は
、ｓ４４で得た流出合計台数を、ｓ４３で得た流入合計台数で除した値（ｓ４４で得た流
出合計台数／ｓ４３で得た流入合計台数）である。
【０１０６】
　交通量計測ユニット１２は、補正対象期間に属する時間帯毎にｓ４５で算出した更新係
数を用いて、その時間帯に対応付けられている補正係数を更新する（ｓ４６）。ｓ４６で
は、以下の式により、新たな補正係数を算出し、補正係数対応テーブルに登録されている
該当する時間帯の補正係数を算出した値に置き換える。
【０１０７】
　新たな補正係数＝現時点の補正係数×（１－平滑化係数）＋ｓ４５で算出した更新係数
×平滑化係数
　平滑化係数は、上述の例と同様に、前日の計測結果が新たな補正係数に与える影響をあ
る程度抑え、補正係数の変動幅を抑制するため、０．２～０．４の範囲で設定するのが好
ましい。
【０１０８】
　なお、この例では、補正係数対応テーブルにおいて、補正係数を対応づけている時間帯
の区分で、補正対象期間を定めないので、時間的に連続する２つの補正対象期間の両方に
属する時間帯（補正係数が対応づけられている時間帯）も存在する。時間的に連続する２
つの補正対象期間の両方に属する時間帯（補正係数が対応づけられている時間帯）につい
ては、どちらか一方の補正対象期間に含め、他方の補正対象期間に含めない。例えば、時
間的に連続する２つの補正対象期間の両方に属する時間帯（補正係数が対応づけられてい
る時間帯）については、属する時間がより長い補正対象期間に含めればよい。
【０１０９】
　この構成でも、交差点Ａの流入リンクが非飽和状態であった時間帯についても、補正係
数を適正に更新できるので、この流入リンクに滞留する車両の台数を一層精度よく推定で
きる。
【０１１０】
　また、上述の例では、ｓ１にかかる判定を青時間利用率によって判定するとしたが、プ
ローブ車載器から取得した走行軌跡情報を用いて行う構成としてもよい。具体的には、プ
ローブ車載器の走行軌跡から、交差点Ａの流入リンクにおける当該車両の実際の走行時間
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が、予め定めた時間よりも短ければ非飽和状態と判定し、反対に長ければ過飽和状態であ
ると判定する。この判定で用いる時間は、交差点Ａの流入リンクの走行において、信号停
止が１回以下であると仮定すればよい。具体的には、交差点Ａの流入リンクを設定速度で
走行するのに要する第１の時間と、信号灯器５ａのサイクルとの加算時間を、予め定めた
時間に設定し、
　走行軌跡情報から得られた実際の走行時間＞第１の時間＋信号灯器５ａのサイクル
であれば過飽和状態と判定し、でなければ非飽和状態であると判定する。
【０１１１】
　この場合、プローブ車載器を搭載した車両が適当な時間間隔で交差点Ａの流入リンクを
走行することが条件になる。言い換えれば、プローブ車載器を搭載した車両が交差点Ａの
流入リンクをほとんど走行しない状況では、この流入リンクが非飽和状態であるか、過飽
和状態であるかの判定がほとんど行われないことになる。
【０１１２】
　また、光ビーコンのアップリンク情報により、ｓ１にかかる判定を行っても良い。この
場合には、光ビーコン対応車載器から取得したアップリンク情報から、この光ビーコン対
応車載器を搭載している車両の走行軌跡を推定し、交差点Ａの流入リンクにおける当該車
両の推定走行時間が、予め定めた時間よりも短ければ非飽和状態と判定し、反対に長けれ
ば過飽和状態であると判定する。
【０１１３】
　この判定で用いる時間も、上記の例と同様に、交差点Ａの流入リンクの走行において、
信号停止が１回以下であると仮定すればよい。具体的には、交差点Ａの流入リンクを設定
速度で走行するのに要する第１の時間と、信号灯器５ａのサイクルとの加算時間を、予め
定めた時間に設定し、
　アップリンク情報から推定した走行時間＞第１の時間＋信号灯器５ａのサイクル
であれば過飽和状態と判定し、でなければ非飽和状態であると判定する。
【０１１４】
　この場合も、光ビーコンの車載器を搭載した車両が適当な時間間隔で交差点Ａの流入リ
ンクを走行することが条件になる。
【０１１５】
　また、プローブ車載器からプローブ情報を取得したときに、上述のｓ２における滞留台
数の推定処理を、このプローブ情報が示す車両の走行軌跡を用いて算出してもよい。
【０１１６】
　例えば、交差点Ａの流入リンクにおける車両の走行時間用いて
　滞留台数＝（車両の走行時間－非飽和時における設定走行時間）／車両１台あたりの交
差点通過時間
　非飽和時における設定走行時間は、（交差点Ａの流入リンクの長さ／車両の平均速度）
により設定すればよい。
【０１１７】
　また、車両１台あたりの交差点通過時間は、信号周期／（青時間×飽和交通流率）であ
る。
【０１１８】
　また、プローブ情報に替えて、光ビーコン対応車載器から取得したアップリンク情報を
用いて推定した車両の走行軌跡から得た、交差点Ａの流入リンクにおける車両の走行時間
を用いて、滞留台数を推定してもよい。
【０１１９】
　また、プローブ車載器から取得したプローブ情報が示す車両の走行軌跡を用いて滞留台
数を推定したタイミングは、図７に示した補正係数更新処理の実行時において、この処理
にかかる上述のｓ２１で決定する補正対象期間の終了時刻や開始時刻にするのが好ましい
。
【０１２０】
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　なお、上述の例では、交差点Ａの流入リンクから交差点Ａに流出する車両台数を基準に
し、車両感知器３ｂで検知した車両の台数を補正して、この流入リンクの途中につながっ
ている分岐路における車両の流入、流出等を考慮する構成としたが、交差点Ａの流入リン
クに交差点Ｂを通過して流入する車両台数を基準にし、車両感知器３ａで検知した車両の
台数を補正して、この流入リンクの途中につながっている分岐路における車両の流入、流
出等を考慮する構成としてもよい。
【０１２１】
　また、上記の例では、交差点Ａの流入リンクを１車線として説明したが、２車線以上で
あってもよい。
【０１２２】
　また、交通管制センタ１は、交差点Ａの流入リンクに滞留している車両の渋滞長や、こ
の流入リンクの走行時間等を算出し、出力する構成としてもよい。
【符号の説明】
【０１２３】
　１…交通管制センタ
　２ａ、２ｂ…信号制御装置
　３ａ、３ｂ…車両感知器
　５ａ、５ｂ…信号灯器
　１１…制御ユニット
　１２…交通量計測ユニット
　１３…信号制御パラメータ生成ユニット
　１４…入出力ユニット
　２１…制御部
　２２…流入交通量計測部
　２３…流出交通量計測部
　２４…非飽和状態判定部
　２５…補正係数更新部
　２６…補正係数記憶部
　２７…滞留台数推定部
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